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訪問介護 重要事項説明書 

（令和６年９月１日 現在） 

お客様がご利用されようとする訪問介護について、契約を締結する前に

知っておいていただきたい重要事項をご説明いたします。分かりにくいこと

があれば、遠慮なくご質問ください。 

 

１．事業者概要について 

法人格･名称 社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会 

所 在 地 兵庫県姫路市安田三丁目１番地 

連 絡 先 総務課  電話 079-222-4212  FAX  079-222-4256 

代 表 者 理事長  竹田 佑一 

設立年月日 昭和 26年 3月 22日 設立 

事 業 内 容 

ふれあい食事サービス事業、ふれあいネットワーク事業、子育

て支援事業、毎日給食サービス事業、居宅介護支援事業、訪

問介護事業、第一号訪問事業、通所介護事業、第一号通所介

護事業、（介護予防）福祉用具貸与・福祉用具販売事業、障害

福祉サービス事業、移動支援事業、その他社会福祉に関する

事業 

２．お客様に訪問介護を提供する事業所について 

（１）事業所の所在等 

事 業 所 名 姫路市社会福祉協議会ヘルパー事業室ゆめさき 

所 在 地 兵庫県姫路市夢前町前之庄２１６０ 

連 絡 先 電話 079-336-3566  FAX 079-336-3969 

事業の指定番号 
指定番号 2874003847 

指定年月 平成 18年 4月 1日 

事業開始時期 開始年月 平成 18年 4月 1日 

サービスを提供 

する実施地域 

姫路市域内（家島町を除く） 

（地域以外の方で、利用ご希望の方はご相談下さい） 

（２）事業の目的および運営の方針 

事業の目的 
要介護状態にあるお客様に対し、適正な訪問介護を提供する 

ことを目的とする。 

事業の方針 

（１）お客様が要介護の状態になった場合においても、可能な 

限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活 

が出来るように配慮して、訪問介護員を派遣して入浴、排泄、 

食事等の介護や調理、洗濯、掃除、買い物、その他生活全般に 

わたる援助を行います。 

（２）お客様の意思および人格を尊重し、虐待を防止して権利 

擁護に取り組み、常にお客様の立場に立ったサービスを提供 
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します。 

（３）事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、市 

町や居宅介護支援事業所、その他居宅サービス事業者、医療、 

保健、福祉サービスを提供する機関等との連携に努めます。 

（４）上記の他、「指定訪問介護事業の人員および運営に関する 

基準」を遵守します。 

３．事業所の従業員について 

事業所の管理者  杉山 慶介 

 

職 種 員 数 業 務 内 容 

サービス 

提供責任者 
１名以上 

利用申し込みに係る調整、訪問介護員等に対す

る技術指導、訪問介護計画等の作成を行います。 

訪問介護員 ３名以上 

（１）身体介護 

お客様の身体に直接接触して行う食事、排泄、着

脱、入浴等介助や日常生活を営むのに必要な機

能を高めるための介助や専門的な援助を行いま

す。 

（２）生活援助 

家事を行うことが困難なお客様に対して、調理、

洗濯、掃除、買い物等、日常生活に必要な生活援

助を行います。 

４．営業日・営業時間について 

営 業 日 
月曜日から金曜日まで（祝日、国民の休日及び 12月29

日から 1月 3日までを除く） 

営業時間 午前８時３５分から午後５時２０分 

サービス提供日 日曜日から土曜日まで 

(12月 29日から 1月 3日までを除く) 

サービス提供時間 午前７時から午後１０時 

５．提供するサービスの内容について 

訪問介護の内容は次のとおりとします。 

①食事、排泄、着脱、入浴、清拭、通院などの介助、その他必要な介護を

行います。 

②調理、洗濯、掃除、買い物、その他日常生活に必要な援助を行います。 
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６．サービス利用料金について 

（１）訪問介護サービスの主な利用料金（利用者負担割合が１割の場合） 

身体介護 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

20分未満 ２，００１円 ２０１円 

20分以上 30分未満 ２，９９１円 ３００円 

30分以上 1時間未満 ４，７３７円 ４７４円 

1時間以上1.5時間未満 ６，９４２円 ６９５円 

以降 30分を増すごとに １，０００円 １００円 

身体介護に引き続き生活援助を行った場合 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

生活援助 20分以上 
身体介護料金＋ 

７９６円 

身体介護料金＋ 

８０円 

生活援助 45分以上 
身体介護料金＋ 

１，５９２円 

身体介護料金＋ 

１６０円 

生活援助 70分以上 
身体介護料金＋ 

２，３８９円 

身体介護料金＋ 

２３９円 

生活援助のみを行った場合 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

20分以上 ２，１９５円 ２２０円 

45分以上 ２，６９５円 ２７０円 

各種加算 

各種加算 サービス利用料金 お客様負担金 

初回加算 ２，０４２円 ２０５円 

緊急時訪問加算 

(１回につき) 
１，０２１円 １０３円 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １，０２１円 １０３円 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２，０４２円 ２０５円 
介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 当該月の合計額に 18.2％相当額が加わります。 

（２）訪問介護サービスの主な利用料金（利用者負担割合が２割の場合） 

身体介護 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

20分未満 ２，００１円 ４０１円 

20分以上 30分未満 ２，９９１円 ５９９円 

30分以上 1時間未満 ４，７３７円 ９４８円 

1時間以上1.5時間未満 ６，９４２円 １，３８９円 

以降 30分を増すごとに １，０００円 ２００円 
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身体介護に引き続き生活援助を行った場合 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

生活援助 20分以上 
身体介護料金＋ 

７９６円 
身体介護料金＋ 

１６０円 

生活援助 45分以上 
身体介護料金＋ 

１，５９２円 

身体介護料金＋ 

３１９円 

生活援助７０分以上 
身体介護料金＋ 

２，３８９円 

身体介護料金＋ 

４７８円 

生活援助のみを行った場合 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

20分以上 ２，１９５円 ４３９円 

45分以上 ２，６９５円 ５３９円 

各種加算 

各種加算 サービス利用料金 お客様負担金 

初回加算 ２，０４２円 ４０９円 

緊急時訪問加算 

(１回につき) 
１，０２１円 ２０５円 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １，０２１円 ２０５円 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２，０４２円 ４０９円 
介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 当該月の合計額に 18.2％相当額が加わります。 

（３）訪問介護サービスの主な利用料金（利用者負担割合が３割の場合） 

身体介護 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

20分未満 ２，００１円 ６０１円 

20分以上 30分未満 ２，９９１円 ８９８円 

30分以上 1時間未満 ４，７３７円 １，４２２円 

1時間以上1.5時間未満 ６，９４２円 ２，０８３円 

以降 30分を増すごとに １，０００円 ３００円 

身体介護に引き続き生活援助を行った場合 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

生活援助 20分以上 
身体介護料金＋ 

７９６円 

身体介護料金＋ 

２３９円 

生活援助 45分以上 
身体介護料金＋ 

１，５９２円 

身体介護料金＋ 

４７８円 

生活援助 70分以上 
身体介護料金＋ 

２，３８９円 
身体介護料金＋ 

７１７円 
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生活援助のみを行った場合 

利用時間 サービス利用料金 お客様負担金 

20分以上 ２，１９５円 ６５９円 

45分以上 ２，６９５円 ８０９円 

各種加算 

各種加算 サービス利用料金 お客様負担金 

初回加算 ２，０４２円 ６１３円 

緊急時訪問加算 

(１回につき) 
１，０２１円 ３０７円 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １，０２１円 ３０７円 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２，０４２円 ６１３円 
介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 当該月の合計額に 18.2％相当額が加わります。 

注１．介護保険が適用される場合、お客様のご負担は、介護保険負担割合

証に記載されている利用者負担の割合となります。介護保険適用

外部分については、全額お客様のご負担となります。 

注２．お客様負担金は、関係法令に基づいて定められるため、契約期間中

に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用するもの

とします。また、介護保険適用外部分の変更については、お客様に

文書でご連絡いたします。 

注３．お客様がまだ要介護認定を受けておられず、「暫定居宅サービス計

画」に基づくサービスを利用された後、認定が「非該当」となった場

合は、サービス利用料金の全額がお客様のご負担となります。 

注４．お客様に介護保険料の滞納があり、法定代理受領サービスを利用で

きないことにより、償還払いとなる場合には、一旦利用料金を全額

自己負担していただきます。その場合、サービス提供証明書を発行

します。また、保険給付が７割に減額されている場合には、サービス

利用料金の３割が、保険給付が６割に減額されている場合には、サ

ービス利用料金の４割がお客様のご負担となります。 

注５．上記の金額は、午前８時～午後６時までの利用料金です。早朝（午前

６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）の利用料金は、上記

料金に 125／100を乗じた額になります。 

また、ご希望になる業務内容により利用料金が異なりますので、詳

細はケアマネジャーあるいはサービス提供責任者にご相談下さい。 

注６．事業所は、国の定める特定事業所に該当します。特定事業所とは、 

訪問介護員の質の確保や活動環境の整備を図ることを重点的に行

っている事業所です。サービスの質の高い事業所を積極的に評価

する観点から「特定事業所加算」として通常の基本単位より２3%加

算されています。 
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（３）その他の費用について 

交 通 費 

姫路市域内のお客様は、利用料金に含まれており、いただき 

ません。ただし、お客様の居宅が通常の事業実施地域外に在 

るときは、お客様に次の料金をご負担いただきます。 

（１） 公共交通機関を利用する場合 実費 

（２）自動車を利用する場合 １ｋｍにつき１０円のガソリン代 

キャンセル料 

お客様の都合でサービスを中止する場合には、次のキャンセ 

ル料をいただきます。ただし、入院等、緊急やむを得ない事 

情が有る場合を除きます。 

キャンセル申込みが 

・サービス利用の前日午後５時２０分まで：無料 

・上記以降およびサービス当日：お客様負担金の全額 

複写物の交付 １枚につき 10円（その都度お支払い下さい） 

７．料金の支払い時期と支払い方法について 

 

利用料、その他 

の費用の請求 

 

①お客様負担が有る場合に、利用の月ごとにその合計金額を 

請求いたします。 

②請求書は利用明細を添えて、利用のあった月の翌月２０日 

までにお客様宛に郵送いたします。 

利用料、その他 

の費用の支払い 

原則、お客様指定口座からの自動振替となります。 

お客様指定口座からの自動振替の場合は利用のあった月の 

翌月２７日、もしくは２７日が金融機関の休日にあたる場合は 

直後の平日に自動振替いたします。 

支払いを確認後、領収書を送付いたしますので、必ず保管を 

お願いたします。 

なお、特別な事情がある場合のみ郵便振込も可能です。 

その場合、振込手数料の一部はお客様負担（令和４年１月の 

改訂以降）となる場合があります。 

８．サービス提供の手順について 

①訪問介護サービスの利用申込 

②重要事項の説明・個人情報取り扱いの説明・契約締結・サービス利用案

内 

③サービス利用希望日時・内容の確認 

④ケアプランに基づく訪問介護計画の作成・訪問ヘルパーのコーディネ

ート 

⑤訪問介護計画の説明と同意 

⑥訪問介護計画に基づくサービス提供（定期的に訪問介護計画の見直 

し） 

⑦利用料金の請求 

⑧指定口座から利用料金の引落とし 
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⑨領収書の発行 

９．担当者の変更について 

担当コーディネーターの変更をご希望される場合は、苦情受付担当者ま

で、担当ヘルパーの変更をご希望される場合は、相談担当者までご連絡下

さい。お客様のご希望を尊重して調整させていただきますが、事業所の人員

配置などにより、ご希望に添えない場合もあることをご了承下さい。 

なお、事業所では担当ヘルパーの指名は行っておりません。 

１０．担当者の禁止行為について 

担当者は、サービス提供契約以外の営利行為、宗教勧誘、金品の授受や賃

借、私的訪問や私的契約、保証人になる等の行為は一切行いません。 

１１．事業者の責務について 

（１）訪問介護計画について 

お客様の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、お客様の居宅サ

ービス計画に沿って、「訪問介護計画」を作成し、その計画をお客様に交

付し、その計画に基づいてサービスを提供します。 

（２）サービス提供内容の記録について 

お客様に提供したサービス提供の記録は、５年間保管します。記録に

ついては、お客様とお客様の後見人（必要に応じお客様のご家族を含

む）に限り、閲覧および写しの交付が可能です。 

（３）秘密保持と個人情報の保護について（守秘義務） 

事業者および従業員がサービスを提供する際に、お客様やご家族に

関して知り得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も正

当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、円滑かつ一体的なサービ

スを提供するために、サービス担当者会議等で、お客様もしくはご家族

の情報を使用する必要があります。この場合には、あらかじめお客様も

しくはご家族に説明し、同意を得た上で使用します。同意を得た場合は、

同意書に署名・捺印をいただきます。なお、情報使用にご同意いただけ

ない場合は、円滑なサービス調整が出来ず一体的なサービスが提供で

きない場合もございます。 

ただし、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律（いわゆる「高齢者虐待防止法」）に定める通報ができる

ものとし、その場合、事業所は秘密保持義務違反の責任を負わないもの

とします。 

（４）身分証携行義務 

お客様に訪問介護を提供する事業者の従業員は、常に身分証を携行

し、初回訪問時およびお客様またはそのご家族から求められた時は、い

つでも身分証を提示します。 

（５）賠償責任について 

①事業者は、サービスの提供にあたり、お客様やご家族の生命・身体・
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財産に損害が発生した場合は、速やかにお客様やご家族に対して損害

を賠償します。ただし、事業者に過失がなかった場合はこの限りでは

ありません。 

②事業者は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の「損害賠償保

険」に加入しています。詳細内容について、お知りになりたい場合は事

業者までご連絡下さい。 

（６）虐待防止のための措置について 

   ア 事業者は利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、必要な体制の 

整備を行うとともに、次の措置を講ずるものとします。 

   ・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的（年１回以上）に開 

催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

   ・虐待防止・身体拘束適正化のための指針を整備します。 

   ・虐待を防止するための従業者に対する研修（年１回以上）を実施しま 

す。 

   ・虐待の防止に関する責任者、担当者を設置します。 

   ・成年後見制度の利用を促進します。 

   ・利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。 

   ・その他虐待防止のために必要な措置を講じます。 

   イ 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用 

者の家族等高齢者・障害者を現に養護する者）による虐待を受けたと 

思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報す 

るものとします。 

 

１２．ハラスメント行為等の禁止について 

  ハラスメント行為等を防止し、円滑なサービス提供を行うため、契約書第

６条第１項第２号の遵守をお願いいたします。お守りいただけず、円滑なサ

ービス提供に支障が生じる場合は契約を解除することがあります。なお、

同号ウ～カの例を下記に例示しますのでご確認下さい。 

（１）身体的暴力（身体的な力を使い危害を及ぼす行為） 

  ※職員が回避したため危害を免れたケースを含みます 

    例：・コップを投げる 

・蹴る 

・手を払いのける 

・たたく 

・手をひっかく 

・つねる 

・首を絞める 

・唾を吐く 

・服を引きちぎる 
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（２）精神的暴力（個人の尊厳や人格を否定する言葉や態度によって傷つ 

けたり、おとしめたりする行為） 

    例：・大声を発する 

・サービスの状況を必要以上にのぞき見する 

・怒鳴る 

・気に入っている職員以外に批判的な言動をする 

・威圧的な態度で苦情を言い続ける 

・刃物を胸元からちらつかせる 

・「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する 

・利用者の配偶者が「自分の食事も一緒に作れ」と強要する 

・家族が利用者の発言を鵜呑みにし理不尽な要求をする 

・訪問時不在のことが多く書置きを残すと「予定通りサービスが 

されていない」として謝罪して正座をするよう強く求める 

・「たくさん保険料を支払っている」と大掃除を強要し断ると苦 

情を言う 

・利用料金の支払いを求めたところ手渡しせずにお金を床に並べて

それを拾って受け取るよう求める 

・利用料金を多数回滞納しながら「請求しなかった事業所にも責任

がある」と支払いを拒否する 

・特定の訪問介護員にいやがらせをする 

（３）セクシャルハラスメント（意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求

等、性的な嫌がらせ行為） 

    例：・必要もなく手や腕をさわる 

・抱きしめる 

・裸の写真を見せる 

・業務中あからさまに性的な話をする 

・卑猥な言動を繰り返す 

・サービス提供に無関係に下半身を丸出しにして見せる 

・業務中の職員の衣服に手を入れる 

（４）不適切なサービス要求（保険給付として不適切と考えられるサービ 

ス提供を求める行為） 

   「直接本人の援助」に該当しない行為 

    主として家族の便利に供する行為又は家族が行うことが適当である

と判断される行為 

     ・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し 

     ・主として利用者が使用する居室等以外の掃除 

     ・来客の応接（お茶、食事の手配等） 

     ・自家用車の洗車、清掃等 

   「日常生活の援助」に該当しない行為 
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    訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判

断される行為 

     ・草むしり 

     ・花木の水やり 

     ・犬の散歩等ペットの世話等 

    日常的に行われる家事の範囲を超える行為 

     ・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え 

     ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ 

     ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り 

     ・植木の剪定等の園芸 

     ・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等 

 ※保険給付の範囲外のサービス利用を希望する場合は、居宅介護支援事

業所又は市に連絡した上で、希望内容に応じて生活支援サービスや住民参

加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。 

 

１３．緊急時の対応 

  サービス提供中にお客様に緊急の事態が発生した場合、速やかにお客様

の主治医及び家族等に連絡を行います。主治医への連絡等が困難な場合は、

医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じます。 

１４．相談･苦情窓口について 

事業者が提供するサービスについて、ご相談や苦情などがございました

ら、事業所の窓口まで遠慮なくお申し出ください。 

 

サービスの相談や苦情の窓口（姫路市社会福祉協議会の窓口） 

ヘルパー事業室ゆめさき 

相談・苦情受付窓口 

姫路市夢前町前之庄２１６０ 

電話番号  ０７９－３３６－３５６６ 

ＦＡＸ     ０７９－３３６－３９６９ 

受付時間  午前 8時 35分～午後 5時 20分 

苦情受付担当者  藤原 こずえ 

苦情解決責任者  瀬崎 智紀 

相談担当者    担当コーディネーター 

事業所窓口以外でも、ご相談や苦情などについては下記の窓口でも受付け

ています。 

第三者委員 黒津 美智子 
電話番号  ０７９－２４５－２９９７ 

受付時間  午前 9時～午後 5時 

 

姫路市介護保険課 

姫路市安田４丁目１番地 姫路市役所２階 

電話番号  ０７９－２２１－２９２３ 

ＦＡＸ     ０７９－２２１－２９２５ 



 11 

兵庫県高齢政策課 

神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 

電話番号  ０７８－３６２－3189 

ＦＡＸ     ０７８－３６２－９４７０ 

兵庫県国民健康保険団体連合会 
神戸市中央区三宮町１―９－１－１８０１ 

電話番号  ０７８－３３２－５６１７ 

 

 

 

１５．重要事項を説明した年月日 

説明場所 

□お客様のご自宅 

                                  

□事業所    姫路市夢前町前之庄２１６０  

□上記以外の場所 

                                  

説明年月日 

令和   年   月   日  

 

 午前･午後    午前・午後  時  分から午前･午後   時  分まで 

訪問介護の提供開始にあたり、お客様に対して本書面に基づいて重要な

事項を説明しました。 

 

 

事業者 所在地 姫路市安田三丁目１番地 

名称  社会福祉法人姫路市社会福祉協議会 

代表者職・氏名 理事長  竹田 佑一  印 

 

 

説明者（担当ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

所属  姫路市社会福祉協議会 

ヘルパー事業室ゆめさき 

    

氏名                                 印 
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令和  年  月  日 

 

私は、本書面により事業者から重要な事項の説明を受け、同意しました。 

 

お客様  住所 

氏名                          印 

 

代理人（署名代行者） 

住所 

氏名                          印 

お客様との続柄 

 

立会人  住所     

氏名                          印 

お客様との続柄 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

姫路市社会福祉協議会 

ヘルパー事業室ゆめさき 
介護保険事業所番号 2874003847 

 

姫路市夢前町前之庄２１６０ 

℡０７９－３３６－３５６６ 
  


